
 

 

ハラスメント予防研修 

働きやすい職場環境認定事業所の皆様へ 

職場におけるハラスメントを防止し、働きやすい職場環境を築いていく

ため、正しい知識や具体的な対応策について学びます。 

日時 令和８年７月１６日（木） 午後１時 30 分～３時 

 
藤枝市産学官連携推進センター  セミナールーム(BiVi 藤枝１階)  
（藤枝市前島 1 丁目 7-10） 

内容 

・ハラスメントの基礎知識と事案発生の影響（定義と種類や企業の義務など） 

・具体的なケーススタディ（具体的な事例での学習） 

・ハラスメントのない職場づくり（防止・対応策、被害者・加害者にならないために） 

・カスタマーハラスメントへの対応（令和８年 10 月１日から義務化） 

参加 
無料 

会場 

【主催・問合せ】藤枝市 男女共同参画・多文化共生課 

【協力】静岡働き方改革推進支援センター 

【問合せ】☎054-643-3198 ✉danjo@city.fujieda.lg.jp 

定員 50 名 

申込 
右の QR コードよりお申込みください。 

※経営層、管理職、ハラスメント担当者など、どなたでもご参加いただけます 

※認定事業所以外の事業所の皆様のご参加も歓迎いたします 

センター事業専門家 社会保険労務士 橋本 久乃 氏  

＜講師＞ 

静岡働き方改革推進支援センター 

令和８年度厚生労働省委託事業 静岡働き方改革推進支援センター × 

 


